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平⾼史也

 ドイツでは2005年の移⺠法の施⾏とともに、国の管轄で移⺠に対するドイツ語の統合コースが始まり、
2016年からは職業のためのドイツ語コースも開設されている。本講演では、労働市場に⼈材を送り込むこと
を⽬的とする移⺠に対するドイツ語教育の変遷と現状および今後の課題について述べる。

「就労のためのドイツ語教育の現状と課題」

 東京外国語⼤学外国語学部ドイツ語学科卒。同⼤学院修了。ベルリン⾃由⼤学にて博⼠号取得。国際交流基⾦『世界の
⽇本語教育』編集委員⻑、⽇本独⽂学会会⻑・理事、⽇本語教育学会評議員、⽂化庁地域⽇本語教育スタートアッププロ
グラムシニアアドバイザーなどを歴任。専⾨は外国語教育、社会⾔語学、⽇本語教育。近年の主な著書に、『多⾔語主義
社会に向けて』(共編著,くろしお出版,�2017)、『移⺠に対するドイツ語教育の変遷と現状』（ひつじ書房,�2014）など。

慶應義塾⼤学名誉教授�/�愛知⼤学⽂学部⽇本語⽇本⽂学科 特任教授

Matthias�Berger

 ドイツ国内のボランティアによる語学学校の活動について、移⺠の語学教育のためにどのような役割を担
っているかを報告する。HISPI�(Hilfe�bei�der�sprachlichen�Integration�⾔語統合⽀援https://www.hispi.de/)
という機関で活動するドイツ語教師、実際に⽀援を受けてドイツで就労を果たした移⺠の⼈々も交えて登壇
する。

原題：「Defizite�in�der�staatlichen�Sprachvermittlung�für�Immigranten,�insbesondere�für�Asylbewerber�
                                        -�Hilfe�durch�ehrenamtliche�Sprachschulen」

 ドイツ、デュッセルドルフ在住の弁護⼠。環境法、公共調達法を専⾨としていたが、6年前からHISPIでドイツ語をボラ
ンティアで教え、現在、移⺠法の専⾨弁護⼠として、移⺠⽀援のための法律カウンセリングを⾏っている。

「移⺠（特に亡命希望者）に対する国の⾔語教育の不⾜�
                 ‒�ボランティア語学学校による⽀援」
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オンライン開催

（⽇独同時通訳付き）

１6�:�3０∼１8�:�3０
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共催 ⽂部科学省⽇本語教師養成・研修推進拠点整備事業（中国・四国ブロック）

右記QRコードを読み取りの上、必要事項にご記⼊いただきお申し込みください。
申込期限：2⽉28⽇（⾦）

https://forms.office.com/r/8nNje9sG2Q

(⽇本時間)

期限を過ぎてもお申し込みいただけますが、いただいたご質問については取り
上げることができない可能性がございます。あらかじめご了承ください。




